
議案第 42号 

 

北栄町フリースクール利用料助成金交付要綱の制定について 

 

 

北栄町フリースクール利用料助成金交付要綱を制定したいので、北栄町教育

長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

2020年 4月 23日提出 

 

 

               北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 



北栄町フリースクール利用料助成金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、北栄町フリースクール利用料助成金(以下「助成金」という。)に

ついて、北栄町補助金等交付規則(平成 17 年北栄町規則第 43 号。)に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （交付目的） 

第２条 本助成金は、町内の義務教育段階にある児童生徒がフリースクールに通う

場合の経費に対する支援を行い、保護者の負担軽減を図ることを目的として交付

する。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 児童生徒 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 18 条に規定する学齢児

童及び学齢生徒のうち、小学校、中学校又は特別支援学校に在学する者で、北栄

町に住所を有する者をいう。 

(２) フリースクール 「不登校児童生徒を指導する民間施設のガイドライン」に準拠

し、鳥取県教育委員会により「本県で出席の扱いが考えられる学校外の施設」とし

て通知されている学校以外の施設をいう。 

（助成対象者） 

第４条 この要綱による対象者は、フリースクールに通う児童生徒の保護者で、次に

掲げる各号の規定のいずれも満たす者とする。（以下、「助成対象者」という。） 

(１) 都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が、２５７，５００円未満

の世帯であること。 

（２） 町税その他の公租公課について滞納がない者 

(3) その他対象経費の補助を別に受けていない者 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、児童生徒の通所経費（月々又は定期的にフリースクールに支

払うこととされる定額の経費）の 10 分の 10 とする。ただし、通所経費の上限は 2

万円とする。 

２ 入所費のほか教材費、実習費等の実費負担に係る費用は助成の対象としない。 

（助成金の申請） 

第６条 助成対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、毎年度、北栄町フリー

スクール利用料助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

付して、提出しなければならない。 

(１) フリースクールに通っていることが確認できる書類 

(２) 対象経費の金額及び納入期限が確認できる書類 



(３) 申請日以前に支払った対象経費について助成を受けようとする場合、対象経費

の支払状況が確認できる書類 

(４) その他町長が必要と認める書類 

２ 助成金の申請日以前にフリースクールへ支払うべき対象費用がある場合、申請日

の属する年度の４月１日と第４条に規定する要件を満たすこととなった日のいずれ

か遅い日以降に負担することが生じた対象費用について、申請額に含めることが

できる。 

（助成金の交付決定等） 

第７条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査の上その適否を決定

し、申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。 

２ 申請者が希望する場合、町長は助成金をフリースクール運営事業者に直接支払

うことができる。 

（退所時の届出） 

第８条 本助成金交付決定を受けた者で、対象の児童生徒がフリースクールを退所

した場合、フリースクール退所届（様式第２号）により退所した旨を速やかに町長へ

届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の届出を受けたときは、前条の交付決定に関わらず、対象経費のう

ち退所日以降の期間にかかるものについては、助成金を交付しない。 

（助成金の返還） 

第９条 町長は、第７条の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 

(１) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

(２) 助成金の交付条件に違反したとき。 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月  日から施行し、令和２年 4月 1日から適用する。 



議案第 43号 

 

 

学校評議員の委嘱について 

 

 

次の者を学校評議員に委嘱したいので、北栄町立小学校及び中学校管理規則

第３６条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０２０年４月２３日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 



議案第 44号 

 

 

こども園評議員の委嘱について 

 

 

次の者をこども園評議員に委嘱したいので、北栄町立認定こども園管理運営

規則第３８条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０２０年４月２３日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

 



議案第 45号 

 

 

小・中学校主任等の任命について 

 

 

次の者を小・中学校主任等に任命したいので、北栄町教育長に対する事務委

任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０２０年４月２３日提出 

 

 

             北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

別紙のとおり 

  



議案第 47号 

 

北栄町立大栄中学校学校運営協議会委員の任命について 

 

北栄町立大栄中学校学校運営協議会委員を任命したいので、北栄町教育長に対

する事務委任規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

2020年４月２３日提出 

 

 

                    北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

 

北栄町立大栄中学校学校運営協議会委員 

 

 氏   名 役 職 等 備  考 

１ 髙 垣 知 博 鳥取中央育英高校校長 

前任者 鳥取中央育英高等

学校 宍戸靖雄校長の辞任

令和２年３月３１日付 

 



 

 

議案第 48号 

 

 

鳥取県中部地区教科用図書採択協議会の北栄町教育委員会が選出 

する採択協議会委員の承認について 

 

令和３年度から使用する中学校教科用図書を採択するため、義務教育諸学校

の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１８２号）第１３条

第４項の規定により、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町の各市町村

教育委員会が、鳥取県中部地区教科用図書採択協議会を開催する。 

本協議会の開催にあたり、下記のとおり北栄町教育委員会が選出する採択協

議会委員の承認を求める。 

 

 

２０２０年４月２３日提出 

 

 

北栄町教育委員会教育長 別本 勝美 

 

 

記 

 

鳥取県中部地区教科用図書採択協議会委員 

所 属 職 名 氏 名 

北栄町教育委員会 教育長 別本 勝美 

 



 

 

議案第 49号 

 

 

北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

 

次の者を北栄町社会教育委員及び北栄町公民館運営審議会委員に委嘱したい

ので、北栄町教育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を

求める。 

 

 

  ２０２０年４月２３日提出 

 

 

    北栄町教育委員会教育長  別本 勝美 

 

 

記 

 

 

北栄町社会教育委員兼北栄町公民館運営審議会委員 

 

番号 氏  名 所 属 等 構 成 等 

１ 山本 洋介 大栄小学校代表 
学校教育関係者 

２ 牧野 厚志  北条中学校代表 

３ 坂本 三都 北条小学校ＰＴＡ代表 
社会教育関係者 

４ 西村 ひろみ 大栄中学校ＰＴＡ代表 

 

任 期  ２０２０年４月１日から２０２２年３月３１日まで 

 



 

 

議案第 50号 

 

 

北栄町スポーツ推進審議会委員の任命について 

 

 

次の者を北栄町スポーツ推進審議会委員に任命したいので、北栄町教育長に

対する事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０２０年４月２３日提出 

 

 

    北栄町教育委員会教育長  別本 勝美 

 

 

記 

 

北栄町スポーツ推進審議会委員 

 

番号 氏  名 所 属 等 

７ 入江 明代 北条小学校 

８ 尾西 美弥子 大栄中学校 

 

任 期  ２０２０年４月１日から２０２２年３月３１日まで 

 



 

 

議案第 51号 

 

 

北栄町歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について 

 

 

次の者を北栄町歴史民俗資料館運営委員会委員に委嘱したいので、北栄町教

育長に対する事務委任規則第２条の規定により委員会の同意を求める。 

 

 

２０２０年４月２３日提出 

 

 

    北栄町教育委員会教育長  別本 勝美 

 

 

記 

 

北栄町歴史民俗資料館運営委員会委員 

 

番号 氏  名 所 属 等 

６ 吉田 康博 老人クラブ連合会代表 

８ 濵本 武代 女性団体連絡協議会代表 

 

任 期  ２０２０年４月１日から２０２２年３月３１日まで 

 



議案第 52号  

 

 

 

北栄町学校業務改善プランの制定について 

 

 

 

北栄町学校業務改善プランを制定したいので、北栄町教育長に対する事務委任

規則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

 

   2020年 4月 23日提出 

 

 

               北栄町教育委員会教育長  別 本 勝 美 

 

 

 

記  

 

 

別紙のとおり 

 



 

 

 

 

 

 

 

北栄町学校業務改善プラン 

～子どもたちのやる気と笑顔のために～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年3月 

北栄町教育委員会 
 

 



北栄町学校業務改善プラン 
～子どもたちのやる気と笑顔のために～ 

 
現在、学校や子どもたちをとりまく教育環境が多様化、複雑化するとともに、学校に求

められる教育課題が増加する中、教職員の時間外業務が常態化しているのが実態です。教

職員の心身の健康を守るとともに、子どもたちへの教育活動を充実させるためにも、北栄

町としての「学校業務改善プラン」を策定し、学校現場の働き方改革に取り組みます。 

 

【目的】 

教職員の多忙解消及び負担軽減に向けた取組を推進することで、教職員の心身の健康

保持に努めるとともに、一人ひとりの児童生徒の指導に専念できる環境を整えるなど、

教育の質の向上を図る。 

【目標】 

①時間外業務が月８０時間を超える長時間勤務者の解消※ 

②月当たりの時間外業務 

※平成３０年度比で小学校は２５％、中学校は１５％削減（令和４年度実績で達成） 

＜現状＞月１人当たりの時間外業務【平成３０年度９月勤務実態調査による】 

  小：42.47時間 中：48.77時間 （参考…鳥取県 小：35.92時間 中：46.07時間） 

※ 事務職員等については３６協定により別途定める。 
 

＜スケジュール＞ 

月1人当たりの 

時間外業務 
Ｒ２ 

（Ｈ30の県平均並み） 
Ｒ３ Ｒ４ 

小学校 
15％減 

（１人当たり３６．１0時間） 
20％減 

（１人当たり33.98時間） 
２５％減 

（１人当たり３１．８５時間） 

中学校 
５％減 

（１人当たり46.33時間） 
１０％減 

（１人当たり43.89時間） 
１５％減 

（１人当たり４１.45時間） 

 

学校業務改善活動 取組内容 

１ 時間管理意識保持の徹底 ⇒ 削減の目安 5～7時間/月（1日当たり約20～30分） 

２ 業務の見直し・削減   ⇒ 削減の目安 2～3時間/月（1日当たり約10～15分） 

３ システム等の活用による  

   業務削減、効率化推進 ⇒ 削減の目安 8～12時間/月（1日当たり約30～50分） 

４ 部活動のあり方の見直し ⇒ 削減の目安 6～8時間/月（土日のうち1.5日） 

５ 外部人材の配置     ⇒ 削減の目安 1～2時間/月 

 

 

取組内容 
 

「北栄町学校業務改善プラン」においては、以下のような取組を柱として、学校業務改

善活動を進めていくこととします。 



１．時間管理意識保持の徹底 

① 早期退勤に関する取組の徹底 

・教職員各自が月１回設定する「帰らーDay」（定時退勤日）の取組を徹底します。 

・会議や研修、部活動のない一斉退勤日を校内で設定し、取組を徹底します。 

② 管理職員の時間管理意識の向上 

・教職員いきいき！トップセミナー、新任校長研修等管理職員等に対する研修会等に

おいて、学校現場への働き方改革の視点の導入に向けた研修を行います。 

③ 長時間勤務者への管理職員による面接指導の実施 

・時間外業務が月８０時間を超える者の把握を適切に行い、管理職員等による面接指

導を実施するとともに、長時間勤務解消のための対策に取り組みます。 

④ 教育委員会と学校とが一体となった取組の推進 

・各校の代表、町教育委員会及び教職員労働組合の代表を委員に含めた「北栄町学校

業務改善プラン策定委員会」において、国及び県の動き等を踏まえながら、取組方

針や具体的な取組内容について検討します。 

・外部講師の指導等も受けながら、教育委員会が各学校の進捗状況を確認しつつ、学

校業務カイゼン活動の取組を進めていきます。 
 

２．業務の見直し・削減 

① 学校における業務削減・効率化による事務業務短縮（行事・会議・分掌見直し等） 

・業務の削減に向けて、学校行事・研修会等を抜本的に見直すとともに、早期の計画

立案等による組織的な運営や、会議の集約化・会議時間の上限設定を行うなど、効

率化を図ります。 

・各教職員の時間外業務の状況等も勘案しながら、毎年度校務分掌の整理・統合等の

見直しを行い、業務の削減・効率化及び業務量の平準化を図ります。 

② 教育委員会による調査、会議、研修等の見直し 

・学校に対する調査の調査項目の削減、全校調査から抽出調査へ変更などの見直しを

行います。 

・教育委員会主催の会議の必要性の再点検、複数の研修統合等の見直しを行います。 

③ 県内外の優良取組事例の収集・情報共有 

・学校ルールブックの作成など、県内の学校業務改善推進校や小・中学校におけるモ

デル校での取組事例の横展開を推進します。 

・負担軽減効果の大きな優良事例を収集し、情報提供を行います。 
 

３．システム等の活用による業務の削減、効率化推進 

① 学校業務支援システムの有効活用 

・平成３０年度から県内全ての市町村立学校で導入している学校業務支援システムを

効果的に活用し、業務の効率化を進めます。 

② 既存データファイルの共有・活用 

・共有電子フォルダの整理やファイルの保存方法のルール設定などを行うことで、過

去に作成した教材や定型文書の雛形等が容易に活用できるようにします。 



４．部活動の在り方の見直し 

① 部活動休養日、活動時間厳守の徹底 

・関係競技団体等の協力も得ながら、部活動休養日の取組を徹底します。 

○休養日：週２日（平日少なくとも１日、土日のうち少なくともいずれか１日） 

○１日の活動時間：長くとも平日２時間程度、休日３時間程度 

② 部活動指導者研修会の開催 

・部活動の在り方や効率的・効果的な指導方法について、全国の先進事例等を元にし

た研修会への参加を促します。 
 

５．外部人材の配置 

①「教員業務アシスタント」による事務業務の軽減 

・授業準備や印刷業務など、教員の事務的業務をサポートする非常 

勤職員を配置し、教員の事務負担を軽減します。 

② 部活動における「部活動指導員」及び「外部指導者」の配置と有効活用 

・部活動を要因とする長時間勤務者の負担軽減のため、部活動の単独指導・引率が可

能な部活動指導員を配置します。 

・地域人材等を活用して部活動における外部指導者の確保に努めるとともに、より有

効な活用方法について検討していきます。 

 

 

＜参 考＞ 

このたび策定した「北栄町学校業務改善プラン」のほかに、これまで作成した手引き、

アクションプラン等を併せて活用しながら、取組を進めていきます。 

○「学校カイゼン活動の手引き」 

学校改善モデル校として平成２６年度に取組を実施した県立学校におけるカイゼン事例

を元に作成（平成２７年５月）。 

○「市町村立学校に係る業務改善アクションプラン」 

各市町村（学校組合）立学校での業務改善の一層の推進のため、県教育委員会、市町村

（学校組合）教育委員会、校長会との協働により策定（平成２８年２月）。 

○「北栄町立中学校の部活動方針」 

平成３０年３月にスポーツ庁が策定した「運動部部活動の在り方に関する総合的なガイ

ドライン」及び平成３０年１２月に鳥取県・鳥取県教育委員会が策定した「鳥取県運動

部活動の在り方に関する方針」並びに平成３０年１２月に文化庁が作成した「文化部活

動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び平成３１年３月に鳥取県・鳥取県教育

委員会が策定した「鳥取県文化部活動の在り方に関する方針」に則り、北栄町教育委員

会が策定（平成３１年３月）。 

  ○「北栄町立学校の教職員の勤務時間の上限に関する方針について」 

   平成３１年１月２５日に文部科学省が策定した、「公立学校の教師の勤務時間の上限に

関するガイドライン」（いわゆる「超勤４項目」以外の業務への対応）に則り、北栄

町教育委員会が策定を進める（令和２年３月予定）。 



令和２年度 北栄町教育委員会の重点取組事項 
 
 

北栄町教育委員会では、「学校業務改善プラン」における取組内容として、５つの取組

の柱を挙げているところですが、そのうち、令和２年度の重点取組事項を以下のとおり定

め、取組を強化していくこととします。 

学校全体で取組を進めていくためには、校長がリーダーシップを発揮し校内での取組の

方向性について職員会議等で共通理解を図るとともに、各教職員が自らの働き方を見直そ

うとする意識改革が必要です。全教職員が具体的な取組のアイディアを出し合いながら、

また、全教職員が取組の成果を感じられるよう、小さなことでも「改善」の成果と捉えて

フィードバックしながら進めることが重要です。 

 

 

 

 

１ 北栄町教育委員会の重点取組事項 

 

重点取組事項①：対象（全校種） 

学校業務改善プラン 取組２．業務の見直し・削減 

取組例⇒進め方 

○大会参加のための陸上・水泳等の過度な放課後練習の見直し 

○形式的な研究指定校としての業務、研究発表事業等の見直し 

⇒ 各校で行事や校務分掌を一覧化するなどして、優先順位の低いものについて、

各校1つ以上の業務削減を計画・実施 

⇒ 教育委員会が集約し他校の事例を横展開するなどＰＤＣＡサイクルを推進 
 
 
 
 
重点取組事項②：対象（全校種） 

学校業務改善プラン 取組５．外部人材の配置 に係る 

「教員業務アシスタント」による事務業務の軽減 

取組例⇒進め方 

○学校及び各学年における「教員業務アシスタント」への仕事要望内容の集約 

○「教員業務アシスタント」の主な仕事内容リストの作成 

○「印刷業務・その他業務 依頼票」の活用 

  ○「勤務実績記録簿」（翌月５日までに提出）による勤務内容の把握 

⇒ 教育委員会が集約し、学校間の情報共有を図りながらＰＤＣＡサイクルを推進 



 
 
 
 

令和２年度 北栄町立北条小学校 学校業務改善実施計画 

業務改善に係る数値目標…昨年度比 －１５ ％ ★目標：Ｒ２（９月）時間外勤務の総時間数 1147.94時間 

１
．
時
間
管
理
意
識
保
持
の
徹
底 

① 早期退勤に関する取組 

  ・見直しをしてきた生活時程（児童下校 15 時 30～40 分）を実施し、放課後に学級事務や教材研究が

できる時間を取る。 

・1週間に1回、18時30分までに帰る日を各自で設定する。 

[上限の目安時間：1か月45Hを超えないこと＋1年間360Hを超えないこと 

                  年間360H÷200日＝1.8H・・・1日約2H以内を目安とする] 

・会議や研修のない一斉退勤日を設定する。  
② 管理職の時間管理意識の向上 

・職員全体への連絡は、C４ｔｈを活用し、終礼や職員会の内容を明確にして効率を図る。 

・職員会を時間内に終わらせるように準備する。 

・泊を伴う勤務等の勤務割り振りを適正に行い振替の取得を促す。 
 
③ 長時間勤務者への管理職員による面接指導の実施 

・時間外業務が月８０時間を超える者の把握を適切に行い、管理職員等による面接指導を実施するとと

もに、長時間勤務解消のための対策に取り組む。 
 
④ 教育委員会と学校が一体となった取組の推進 

・業務アシスタントの効果を取りまとめ、各校 1名配置について要望をあげていく。 

・町同日公開参観日・町教育研究会の在り方を町教育委員会主導で検討し、より良い形に改める。 
 

２
．
業
務
の
見
直
し
・
削
減 

① 学校における業務削減・効率化による事務業務短縮（行事・会議・分掌見直し等） 

・PTAの会を効率的に行うための方法を検討する。 

・職員会に提案する内容を大きな行事とそうでない行事に振り分け、大きな行事は比較的余裕のある長

期休業中、学校運営委員会で、そうでない行事は稟議及び４役会議で企画検討する。企画検討時、担当

者でなくても、意見のある職員は会議に参加してもらう。 

・職員会での提案は、データで行い、職員会で変更があった場合は訂正したものを職員会フォルダに入

れておくことを徹底する。 

・教材作成にかける時間を最小で最大効果が出る工夫をする。 
 
② 教育委員会による調査、会議、研修等の見直し 

・報告等期限のあるものは、早めに知らせてもらう。 
 
③ 県内外の優良取組事例の収集 

・教育委員会で把握したよい取り組みがあれば、情報を提供してもらう。 
 

３
．
シ
ス
テ
ム
等
の
活
用
に
よ
る
業

務
の
削
減
、
効
率
化
推
進 

① 学校業務支援システムの有効活用 

・各職員への連絡は C４ｔｈの掲示板を活用することで、職員朝会・終礼・職員会の簡素化につながってい

る。さらに活用していく。 

・職員間で議論したい課題について、C４ｔｈ会議室を活用していく。 

・出席簿・家庭連絡票・要録等のC４ｔｈ利用で、業務時間の削減につながっている。  
② 既存データファイルの共有・活用 

・作成したデータを学校サーバーの共有ファイルに必ず保存し、引継ぎが確実にできるよう職員に周知

する。 

４
．部
活
動

の
在
り
方

の
見
直
し 

 

５
．
外
部

人

材

の

配
置 

① 「教員業務アシスタント」による事務業務の軽減 

・事務業務の削減に大きな効果があった。効果的な活用を推進する。 

６
．そ
の
他 

・保護者の懇談や支援会議など、時間設定をしようとすると、普通に勤務時間外の時間を要望される。

時間外の留守番電話の導入を契機に、学校職員も勤務時間があり、勤務時間内にできるだけ会の設定

を行うよう伝える取り組みをする。 
 

２ 各学校の重点取組事項 



令和２年度 北栄町立大栄小学校 学校業務改善実施計画 

業務改善に係る数値目標…昨年度比 －15％ ★目標：Ｒ２（９月）時間外勤務の総時間数 1177.44時間 

１
．
時
間
管
理
意
識
保
持
の
徹
底 

① 早期退勤に関する取組 

・午後８時までに退勤する（朝１ｈ、夕３ｈ 計４ｈ×２０日＝８０ｈ）８０時間以上の時間外勤務者を０にする。 

・ＰＴＡ各部で活動内容の見直しを図るよう働きかけ、本部役員会でも活動の見直しをしていただく。 

・各自で退勤時間を決めて実行する。 
 
② 管理職の時間管理意識の向上 

・校長だよりで時間外業務の残業時間の集計を知らせる。 

・会議の短縮・効率化を図り、定時退勤を目指す。 

・年度途中でも校務分掌の担当の見直しについて柔軟に検討する。 

・学期末に学校事務日を設定する。 

・長期休業中に閉庁日を設定する。 
 
③ 長時間勤務者への管理職員による面接指導の実施 

・月８０時間以上勤務者へ面接指導を行う。 
 
④ 教育委員会と学校が一体となった取組の推進 

・教育委員会にも学校の時間外業務の削減という意識を持って、取組が推進されるよう配慮していただく。 
 

２
．
業
務
の
見
直
し
・削
減 

① 学校における業務削減・効率化による事務業務短縮（行事・会議・分掌見直し等） 

・春の全校遠足について、内容の変更について協議していく。 

・職員各自が机上の整理整頓やロッカーの整理整頓に心がけ、物を探すなど無駄な時間の削減を図る。 
  
② 教育委員会による調査、会議、研修等の見直し 

・計画訪問等で準備する資料をできるだけ簡素化してもらう。 

・特別支援教育に係る作成文書の簡素化について教育委員会としても検討していただく。 
  
③ 県内外の優良取組事例の収集 

 

３
．
シ
ス
テ
ム
等
の
活
用
に
よ

る
業
務
の
削
減
、
効
率
化
推
進 

① 学校業務支援システムの有効活用 

 

 

② 既存データファイルの共有・活用 

・校務分掌で使用したデータを職員共有フォルダに入れ、確実に次年度に残していく。 

 

 

４
．
部
活
動
の
在
り

方
の
見
直
し 

① 部活動休養日、活動時間厳守の徹底 

・各種大会の練習時間を勤務時間内で終わるように計画する。 
 
② 部活動指導者研修会の開催 

 

５
．
外
部
人
材
の
配
置 

① 「教員業務アシスタント」による事務業務の軽減 

・業務アシスタントの効果的な活用について、共通理解及びシステム化を図る。 

・引き続き外国語専科教員とALT、外国語活動担当者の配置を要求する。 
 

② 部活動における「部活動指導員」及び「外部指導者」の配置と有効活用 

 

６
．
そ
の
他 

 

 



令和２年度 北栄町立北条中学校 学校業務改善実施計画 

業務改善に係る数値目標・・・昨年度比 －５％  ★目標：Ｒ２（９月）時間外勤務の総時間数 795.83時間   

１
．
時

間

管

理

意

識

保

持

の
徹

底 

① 早期退勤に関する取組 

・退勤の予定、目標時刻を各自毎日設定する。 

・会議や研修、部活動のない一斉退勤日を設定する。 

・会議の短縮、効率化を図る。  

・長期休業中、学校閉庁日を設定し、実施する。 

・生活時程の見直しを行い、放課後に学級事務や教材研究ができる時間をとる。 
 
② 管理職の時間管理意識の向上 

・管理職は教職員の在勤時間等の実態を正確に把握する。 

・毎月の勤務状況を職員に知らせる。  

・時間外の活動（家庭訪問、鍵当番、交通安全指導など）を職員ごとに記録し、時間の振替の取得を促す。 
 
③ 長時間勤務者への管理職員による面接指導の実施 

・管理職は時間外勤務が多い教職員に対する面接を行い、必要に応じて学校医・産業医による面接を奨

励する。 
 
④ 教育委員会と学校が一体となった取組の推進 

・留守番電話の導入。時間外、学校閉庁日の電話は町が対応する。 

・計画訪問における指導案の簡略化をお願いする。 
 

２
．
業
務
の
見
直
し
・削
減 

① 学校における業務削減・効率化による事務業務短縮（行事・会議・分掌見直し等） 

・協議事項を精選し、協議が必要なものは企画委員会で十分に検討し職員会に提出することで、会議時間

の短縮を図る。 

・特定の職員に負担がかかることがないよう校務分掌の平準化を図る。  
 
② 教育委員会による調査、会議、研修等の見直し 

・調査、報告等期限があるものは余裕をもって早めに連絡してもらう。  
 
③ 県内外の優良取組事例の収集 

・教育委員会で把握した良い取り組みがあれば、情報を提供してもらう。 
 

３
．
シ
ス
テ
ム
等
の
活

用
に
よ
る
業
務
の
削

減
、
効
率
化
推
進 

① 学校業務支援システムの有効活用 

・電子回覧板、電子メール、校内サーバー等の活用と整理により、会議資料の事前配付や情報の共有化を

進める。 
 
② 既存データファイルの共有・活用 

・共有電子フォルダの整理を行う。（古いもの、使わないものは削除） 

・文書資料だけでなく写真データの活用により行事の準備を効率的に行う。 
 

４
．
部
活
動
の

在
り
方
の
見

直
し 

① 部活動休養日、活動時間厳守の徹底 

・休養日を設定し実践する。 （週２日：平日 1日、土日のうち１日） 
 
② 部活動指導者研修会の開催 

・部活動指導員は年１回研修会に参加する。 
 

５
．
外
部

人

材

の

配
置 

② 部活動における「部活動指導員」及び「外部指導者」の配置と有効活用 

・「部活動指導員」及び「外部指導者」を活用し教職員の精神的な負担軽減と併せて、単独指導による時間

的な軽減を図る。 

６
．
そ
の
他 

・時間外の上限の目安時間（１ヶ月４５Ｈを超えないこと、＋年間360Ｈを超えないこと）はあるが、 

 部活動の大会等の実施時期を勘案し、年間時間が目安時間を超えないように調整する。 

・悩みなどを相談しやすい職場の雰囲気づくりに努める。  

・休暇を取得しやすい職場環境づくりに努める。 

・時間外の留守番電話の導入を契機に、学校職員も勤務時間があり、部活動は時間外の活動であること

を保護者や地域の方に理解していただく。また、懇談や支援会議の時間設定も、勤務時間内に設定を行

えるよう伝える取り組みをする。  



令和２年度 北栄町立大栄中学校 学校業務改善実施計画 

業務改善に係る数値目標…昨年度比 ―５％ ★目標：Ｒ２（９月）時間外勤務の総時間数 1032.90時間 

１ 

時
間
管
理
意
識
保
持
の
徹
底 

① 早期退勤に関する取組 
・20時を超える勤務については、18時の時点で校長に業務時間と業務内容を報告する。 
・勤怠システムによる勤務時間の把握の習慣化をする  

 
② 管理職の時間管理意識の向上 
 
 
③ 長時間勤務者への管理職員による面接指導の実施 
・日常的なコミュニケーションによる相互理解に努める。 

 
④ 教育委員会と学校が一体となった取組の推進 
・学校閉庁日等の電話対応を依頼する。 

 

２ 

業
務
の
見
直
し
・削
減 

① 学校における業務削減・効率化による事務業務短縮（行事・会議・分掌見直し等） 
・教育課程を見直し、総合・道徳・学活・行事の肥大化を改善する。 

  （例）宿泊研修・人権作文・社会人に学ぶ・輝く高校生… 
・学校外組織との関係による行事やコンクール応募の削減を図る働きかけをする。 

  （例）中文祭ステージ発表・法務省人権作文・税の作文・習字…教科・領域等の研究大会 
 
② 教育委員会による調査、会議、研修等の見直し 
・調査や提出物の削減を町に依頼する。 

  （例）アンケート・アクション週間・計画訪問の指導案 
・学校公開・計画訪問の年１回実施を検討してもらう。 

 
③ 県内外の優良取組事例の収集 
・多くのチャンネルから情報を収集し、積極的に試行する。 

 
３
シ
ス
テ
ム
等
の
活

用
に
よ
る
業
務
の
削

減
、
効
率
化
推
進 

① 学校業務支援システムの有効活用 
・C4th のさらなる活用の促進を図る。 

 
② 既存データファイルの共有・活用 
 
 

４ 
部
活
動
の
在
り
方

の
見
直
し 

① 部活動休養日、活動時間厳守の徹底 

・部活指導に関する校内協力体制や適正な部活時間等を検討する。 

・部活削減を見据えたルール作りを検討する。 

② 部活動指導者研修会の開催 
 

③各競技団体との関係見直しを図る 
 

５ 

外
部
人
材
の
配
置 

① 「教員業務アシスタント」による事務業務の軽減 
・人員配置を要求する。 

 

② 部活動における「部活動指導員」及び「外部指導者」の配置と有効活用 
・人材の発掘をし、配置拡大を要求する。 
・連携の在り方の見直しをし、部活指導員へ任せる時間を増やす。 

 

③その他 
・ＳＣの勤務時間を増やすよう要求する。 

６ 

そ
の
他 

①ＰＴＡ活動の見直しの提案 
・ＰＴＡ広報他活動の廃止または改善を検討してもらう。 
・郡Ｐ行事（広報研修・スポーツ大会・各種講演等）を廃止し、連携機関とする案を提案する。 

②コミスクの活用 
・コミスクの在り方検討の中に働き方改革の視点を入れていただく。 

 
 



議案第 53号  

 

 

 

 北栄町学力向上推進計画の制定について 

 

 

 

 北栄町学力向上推進計画を制定したいので、北栄町教育長に対する事務委任規

則第２条の規定により委員会の承認を求める。 

 

 

 

   2020年 4月 23日提出 

 

 

               北栄町教育委員会教育長  別 本 勝 美 

 

 

 

記  

 

 

別紙のとおり 

 



北栄町学力向上推進計画 

 

学力向上の取組の重点を「授業改善」におき、日々の授業の充実を通して、本町 

児童生徒に「確かな学力」を身に付けさせるとともに「生きる力」を育む。 

 

１ めざす授業像・めざす子ども像の共有と教材研究の充実 

 （１）めざす授業像・めざす子ども像を共有し、授業改善の取組を展開する。 

めざす授業像「他者と関わりながら、課題解決に向かい「問い」が生まれる授業」 

めざす子ども像 

   〇主体的に「問い」をもち、自分なりの考えをもつ 

   〇他者との交流を通し、「問い」が生まれ自分の考えを広げ深める 

   〇学びの過程を振り返り、新たな「問い」をもつ 
  

 北栄教育スタンダード 

   〇共感性… 共通目的意識・連帯感・相互リスペクト・安心感 

内発的学習意欲をもち、集中して学習に取り組む。 

   〇協働性… 集団的・組織的・対話的・相互支援的学習活動 

    子ども同士が互いに支援し合いながらみんなでゴールに到達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 学習を支える力の育成 

学習を支える力を育成することで、子ども達の学習意欲を高め、授業改善の土台をつ

くる。学校・家庭・地域が連携して積極的に取り組んでいく。 

 

①規範意識・マナーの向上…学校生活や家庭生活を通して、挨拶、返事等の習慣化、 

他人を思いやる心や認め合う心等を育む。 

 

②家庭学習の習慣化…家庭では、家庭学習を習慣化させ、学校では「授業と連動した 

宿題」を推進する。家庭教育・家庭学習の手引きの活用。 

家庭学習調査（学び力向上アクション週間の取組の活用） 

 

③基本的生活習慣の確立…毎朝きちんと朝食をとり、「食べて、動いて、よく寝よう」 

を実践し、規則正しい生活リズムを確立する。 

 

④学習環境の充実…学習の準備、始終業時刻の遵守等、学習規律を徹底すると共に、

机やロッカー、掲示物等の教室環境を整える。 

学習環境設定チェックリストの活用  

 

 

３ 地域・家庭・行政による効果的な支援体制の活用 

コミュニティ・スクールの導入により、「地域に開かれた学校」から「地域とともにあ

る学校」へと発展し、学校・家庭・地域の連携協働による「学校と地域の活性化」を図

る。 

コミュニティ・スクール推進委員会や各学校での準備委員会など年間を見通してコミ

ュニティ・スクールの指定に向けた準備を計画的に進め、学校・家庭・地域・行政が一

体となって学校支援体制の充実を図り、その体制を積極的に活用していく。 

 

① コミュニティ・スクールの活用 

・コミュニティ・スクール推進委員会・コミュニティ・スクール準備委員会 

・コミュニティ・スクールグランドデザインの作成 

・目指す子ども像についての意見交換（熟議） 

・学校運営協議会の活動内容の検討 

 

② 地域学校協働活動の体制づくり 

・地域人材育成、協働学習、協働防災訓練 

・放課後等の学習支援…放課後、土曜日、休日における学習、スポーツ活動等 

・体験活動…社会奉仕活動体験、自然体験活動、職場体験等 



 
令和２年度北栄町教育委員会 こども園計画訪問の実施について 

 

    

北栄町教育委員会 

 

     

１. こども園規模 

     

 園名 園児数 学 級 数  
職 員 数  

(調理師を含む) 
備 考  

 北条こども園 １８０ １１ ３３   

 大誠こども園 １２０ ７ ２６   

 由良こども園 １０５ ６ ２３   

 
大谷こども園 ２１ ３ ９ 

1・2歳児・3・4歳児 

は合同クラス 

 

     

２. 訪問者 

 ・教育長・教育委員 …５名  

 ・教委事務局 

（２課長＋４指導主事） 
…６名 

 

 ・幼児教育センター、中部教育局 …１～２名  

    ※訪問者は予定。 

     

３. 計画訪問の実施方法について 

 ※ 前・後期  ２回実施 

前期：令和２年  ５月１９日（火）～  ６月２日（火） 

後期：令和２年１０月２７日（火）～１１月６日（金） 

※ 前期・後期とも午前に訪問し、給食を試食する。 

※ 詳しくは、別紙「令和２年度北栄町立こども園計画訪問実施要項」による。 

 訪問の日程  

 園長説明・保育参観・部長説明及び懇談・給食試食 

   

 

 

 

 

 

 



 
令和２年度北栄町立こども園計画訪問実施要項 

 

   北栄町教育委員会  

１. 趣 旨 

  各園の教育・保育活動の現状や園経営上の成果と課題についてその実情を把握し、教育・保育

課程実施上の諸問題についての理解を深め、就学前教育・保育の充実に向けて指導・支援する。 

 各園の教育課題を明らかにし、園児の「生きる力の基礎」の向上を図り、魅力ある園経営の創

造について意見交換を行い、今後の教育・保育の推進方策等について協議する。 

 

     

２. 訪問の視点 

 (1) 園児の実態（生活・遊び）について 

(2) 今年度の創意ある園経営の取り組みについて 

・ 学びの基礎を培う取り組み 

・ 研究の取組 特別支援教育の取組 

・ 保こ小中高連携の取り組み 

(3) その他 

・ 施設設備について 

 

     

３. 訪問の内容 

 (1) 保育参観（全学級） 

(2) 園経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取組の重点について 

園経営…園長、教育・保育課程等、研究推進、特別支援教育、連携の取組…部長 

(3) 環境の整備（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

(4) 懇談会 

園長・保育部長・幼稚部長など（可能な限り） 

(5) 給食試食（園児の給食の様子参観、食育の取組について） 

 

    

４. 当日の日程 

 ※午前訪問。詳細は、各園と協議する。   

   

５. 留 意 点 

 (1) 園経営等説明にあたっては、園評価のＰＤＣＡサイクルを生かして、園要覧や資料等（A４

版）で具体的・簡潔に説明する。 

(2) 保育参観において、保育公開一覧表及び保育指導案（略案 A４版 縦置き 横書き １人１枚）

を準備する。 

 

     

６. そ の 他 

 町教育委員会の園訪問にあわせて、幼児教育センター、県教育委員会も同行する。  

 



令和２年度 北栄町教育委員会小・中学校計画訪問の実施について 

北栄町教育委員会 

 

１．小・中学校規模                                

 

学校名 
児童・生徒数 

(内：特別支援学級) 

学 級 数 

(内：特別支援学級) 

教 職 員 数  

(休職者等を含む) 
備 考 

北条小学校   416 (37)   20 (6)      ４３  

大栄小学校   388 (27)   20 (6)      ３５  

北条中学校   185 (19)   10 (4)      ３３  

大栄中学校   173 (11)    9 (3)      ３１  

                              令和２年３月２５日時点 

 

２．訪 問 者                                  

 ・教育長・教育委員         …５名 

 ・町教委事務局（２課長＋３指導主事）…５名 

 ・中部教育局            …１名 

                 ※訪問者は予定 

 

３．計画訪問の実施方法について                        

○前・後期  ２回実施 

前期：令和２年  ６月 ５日（金） ～  ６月２６日（金） 

後期：令和２年１０月１３日（火） ～ １１月１３日（金） 

 

○前期・後期とも、１日に２校（午前１校、午後１校）訪問可能。 

○午前訪問校では、各学級で給食を試食する。 

○午後訪問校では、全職員との懇談会（１時間程度）を設ける。 

○前期と後期で、訪問の午前と午後を入れ替える。 

※詳しくは、別紙「令和２年度北栄町立小・中学校計画訪問実施要項」による。 

 

〔訪問の日程〕 

 ○午前訪問校 …校長説明、授業参観、主任説明及び懇談、給食 

 ○午後訪問校 …校長説明、授業参観、主任説明、全職員との懇談会 



令和２年度 北栄町立小・中学校計画訪問実施要項 

 
 

１．趣   旨                                       

●各小・中学校の教育活動の現状や学校経営上の成果と課題についてその実情を把握し、 

教育課程実施上の諸問題についての理解を深め、学校教育の充実に向けて支援する。 

●各小・中学校の教育課題を明らかにし、児童･生徒の「生きる力」の向上を図り、魅力ある

学校経営の創造について意見交換を行い、今後の教育の推進方策等について協議する。 

 
 

２．訪問の視点                                  

（１）児童・生徒の実態（生活・学習）について 

（２）今年度の創意ある学校経営の取り組みについて 

・一人一人の確かな学力向上の取り組み（授業改善、家庭学習の状況） 

・豊かな心を育む取り組み 

・人権教育の取り組み 

・地域に根ざした学校の取り組み 

・保こ小中高連携の取り組み 

（３）その他 

・教育施設設備について 

 
 

３．訪問の内容                                  
 

【午前訪問校の場合】 

（１）授業参観（全学級）…２・３時限を参観 

（２）学校経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取組の重点について 

○学校経営…校長 

○教育課程…教務主任 

○研究推進…研究主任 

○人権教育…人権教育主任 

○生徒指導…生徒指導主事（主任） 

※下線項目は必須、他は資料のみでもよい（説明に係る資料は５日前までに１２部提出） 

なお、学習一覧表が別冊になる場合は、当日までに提出する。 

（３）学習環境の整備状況確認（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

（４）懇談会 

校長・教頭・教務主任・（学年主任・研究主任・人権教育主任・生徒指導主事）など 

（５）給食試食（各学級で） 
 
 



【午後訪問の場合】 

（１）授業参観（全学級）…５（および６）時限を参観 

（２）学校経営等に関する説明（現状、成果と課題）並びに今年度の取組の重点について 

○学校経営…校長 

○教育課程…教務主任 

○研究推進…研究主任 

○人権教育…人権教育主任 

○生徒指導…生徒指導主事（主任） 

※下線項目は必須、他は資料のみでもよい（説明に係る資料は５日前までに１２部提出） 

なお、学習一覧表が別冊になる場合は、当日までに提出する。 

 

（３）学習環境の整備状況確認（校舎内外の整備状況や安全・情操面について） 

（４）懇談会 

全職員（可能な限り） 

 

 

 

 

 

 

４．当日の日程                                  

○昨年度をベースに、各小・中学校と協議し決定する。 

 
 

５．留 意 点                                   

（１）学校経営等に関する校長・各主任の説明にあたっては、学校評価のＰＤＣＡサイクル

を生かして、学校要覧や資料等（A４版）で具体的・簡潔に説明する。 

（２）可能な限り、特色ある学習活動（少人数指導、道徳、特別活動、タブレットなどのＩ

ＣＴ機器や学校図書館の活用など）や加配を活用した授業が参観できるようにする。 

（３）授業参観において、訪問校は学習一覧表を準備する。 

※学習一覧表（記載項目：指導者・教科・場所・単元・本時目標・学習活動・評価） 

 
 

６．そ の 他                                   

○町教育委員会の学校訪問に併せて、県教育委員会も同行する。 

●懇談会のテーマ 

 小学校……学力向上、人間関係づくりに関する各学年の特色ある取り組み 

中学校……学力向上、人間関係づくりに関する各学年・各教科の特色ある取り組み 

 （授業改善、小学校英語の先行実施、道徳の教科化、ＩＣＴ機器の利用や家庭学習の定着に 

向けての取り組みも含めて） 
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